
法人名 国立成育医療研究センター

案件番号

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量 平成29年度病院広報及び看護職員採用支援業務

契約締結日 2015年06月24日

契約の相手方（商号又は名称等） 株式会社エス・エム・エスキャリア

2015年06月01日　公告

入札経緯及び結果 2015年06月11日　入札書受領期限

2015年06月12日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 ○ 法人内委員会で仕様書の審査を実施した。

②業務等準備期間の十分な確保 ○
応札業者にとって、履行開始までに十分な準備期間が確保でき
るよう努めた。

③公告期間の見直し ○ 公告期間は土日・祝日を除き、10日間の期間を確保している。

④公告周知方法の改善 ○ 入札公告はホームページ掲載及び院内掲示を行った。

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ×

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　2014年度に採用した看護職員の半数以上が、契約業者である株式会社エス・エム・エスキャリアへの会
員登録、資料要求、契約業者主催の説明会への参加等していたことから、契約業者の有用性は確保されて
いるものと考える。
　今後業者等から聴き取り等を行い、入札参加条件を見直し、競争性を確保することが出来るか、検討す
ることとした。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０１５年度）

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

　看護師を確保するため、就職説明会や学生向けの情報サイト等で、多くの学生が利用している実績のあ
る業者に委託する必要があるが、契約相手方の市場規模が大きいことから、今後、学生の利用実績が高い
業者が増加したときに競争性を確保することができる。

契約監視委員会のコメント

　契約相手の有用性について確認すること。
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法人名 国立成育医療研究センター

案件番号

入札及び契約方式 一般競争入札

契約の件名及び数量 ガス需給

契約締結日 2015年04月01日

契約の相手方（商号又は名称等） 東京ガス株式会社

2015年01月23日　公告

入札経緯及び結果 2015年03月16日　入札書受領期限

2015年03月17日　開札

改善項目 状況 具体的な取組内容

①仕様書の見直し等 × ガス需要契約であり、仕様の見直しにそぐわない。

②業務等準備期間の十分な確保 ○
応札者にとって、履行開始までに十分な準備期間が確保出来る
よう努めた。

③公告期間の見直し ○ 土日・祝日を除き１０日以上確保した

④公告周知方法の改善 ○ 入札公告は官報、ホームページ掲載及び院内掲示を行った

⑤電子入札システムの導入 ×

⑥業者等からの聴き取り ○ 安定供給が出来ない

（法人における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置）

（注）１．「一者応札・応募等の改善取組内容」における「改善項目」は、平成21年7月3日事務連絡「競争契約における１者応札
　　　　・１者応募についての改善方策等について（依頼）」に基づき各法人で作成した改善方策等を基に、適宜追加すること。
（注）２．「一者応札・応募の改善取組内容」における「状況」は、取組済の場合は「○」、取組未済の場合は「×」を記載。
（注）３．本書式は雛形であることから、必要に応じて適宜項目を追加すること。

　2014年度に採用した看護職員の半数以上が、55%が、契約業者に会員登録しており、47%が契約業者に当
センターの資料要求をしていた。
　また、契約業者が主催する説明会及び合同説明会ブースに参加した採用者が56%（説明会40%、合同説明
会ブース16%）であったことから、契約業者の有用性は確保されているものと考える。
　今後業者等から聴き取りを行う等により、入札参加条件を見直し、競争性を確保することが出来るか、
検討することとした。

本案件を審議した契約監視委員会の委員

渡邊委員、新井委員、石原委員、西田委員

一者応札・応募等事案フォローアップ票（２０１５年度）

一者応札・応募の改善取り組み内容

法人における事後点検の結果講ずることとした措置

　入札説明書を受領した業者のうち、安定供給できる業者が契約相手方以外になかったため、一者応札に
なった。
　当センターに安定供給可能な業者が増加したときに競争性を確保することができる。

契約監視委員会のコメント

　安定供給可能な業者を調査して、誘引を行われたい。
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